
   

 
 
 

会津坂下町分別収集計画 

（八訂版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２８年６月策定



   



   

１ 
 

１ 計画策定の意義 
 

 本町は循環型の住みよい環境づくりを基本理念にごみの適正な処理とリサイクルに

ついて推進してきた。 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。

そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行してい

くことが重要である。 

本町の家庭系ごみ排出量は、昭和６０年代から急激に増加し、平成１７年度には町民

１人１日あたりの可燃・不燃ごみ排出量が過去最高となり、平成１８年度からは黄色い

町指定袋の徹底やプラ週１回収集を実施した結果、微量ながらも減少したものの、これ

まで以上にごみの徹底した分別を推進しなければならない状況である。 

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（以下「法」という）第８条に基づいて、一般廃棄物のおおむねを占める容器

包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユ

ース・リサイクル）を推進し、町民、事業者、行政それぞれの役割や、具体的な推進方

策を明らかにし、これを公表することにより、全ての関係者が一体となって取り組むべ

き方針を示したものである。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３R を推進することによって、廃棄物の減量

や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、循環型社会の

形成の実現を目指すものである。 

 

 

２ 基本的方向 

 
 循環型の住みよい環境づくりのため、分別収集計画を策定しこれに基づく分別収集を

実施する。 

 このため、本町は以下の事業計画を推進する。 

① 町民の環境に対する意識の高揚を図るとともに、廃棄物の分別収集や減量化、再生

利用を促進する。 

② 資源ごみの集団回収団体の活動と育成助長を図る。 

③ 町民、事業者、行政の一体となった分別収集を展開する。 

④ 環境美化推進員、保健委員、行政等が連携を密にし、町民への分別指導を展開する。 

 

 

３ 計画期間 
 

本計画の計画期間は、平成２９年４月を始期とする５年間とし、平成３１年度に見直

す。 

 

 

４ 対象品目 
 本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無

色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラ

スチック製容器包装を対象とする。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

  
本町から排出される容器包装廃棄物の排出量の見込みは表１のとおりである。 

 なお、参考までに各品目の内訳を表２に示した。 

 

表１ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（総量） 

                          単位：トン／年度 

  ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

容器包装廃棄物 907.72t 896.37t 885.40t 874.71t 864.49t 

 

 

表２ 各年度における容器包装廃棄物の各品目の排出量の見込み（内訳） 

単位：トン／年度 

 

品目品目品目品目    ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

スチール缶 27.21 26.86 26.54 26.22 25.91 

アルミ缶 38.87 38.38 37.91 37.45 37.01 

無色ガラスびん 73.85 72.93 72.03 71.16 70.33 

茶色ガラスびん 62.19 61.41 60.66 59.93 59.23 

その他のガラスびん 

（黒色、緑青色） 23.32 23.03 22.74 22.47 22.21 

紙パック 27.21 26.86 26.54 26.22 25.91 

ダンボール 174.92 172.73 170.61 168.55 166.58 

雑がみ 136.05 134.34 132.70 131.10 129.56 

ペットボトル 73.85 72.93 72.03 71.16 70.33 

その他のプラスチック 299.31 295.56 291.94 288.42 285.05 

合計合計合計合計    936.936.936.936.78787878    925.03925.03925.03925.03    913.70913.70913.70913.70    902.68902.68902.68902.68    892.12892.12892.12892.12    
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号） 

 

 ① 住民への普及、啓発活動 

施 策 具体的な内容 

環境教育の推進 

 

 

 

 

 

 

開始時期 

 平成３年度～ 

実施方法 

 町内小学校の児童を対象に環境教育の一環として、会津

若松地方広域市町村圏整備組合環境センターの処理施設

の見学を行っており、今後も継続していく。 

 

町広報誌、ホームページ

による啓発 

開始時期 

 昭和４８年度～ 

実施方法 

・ごみの区分、処理方法、収集日等のパンフレットを作成

し全世帯へ配布をしており、今後も改定を図りながら配布

を実施する。 

・資源ごみの分別収集用パンフレットを作成し、全世帯へ

配布しており今後も改定を図りながら継続していく。 

・マイバッグの普及啓発 

・ごみの特集号発行 

環境美化推進員研修 開始時期 

 平成１６年度～ 

実施方法 

 ・ごみ処理施設の視察研修 

 ・分別・ごみ減量化の把握 

 ・意見交換 

 

出前講座による分別促

進 

開始時期 

 平成１６年度～ 

実施方法 

 行政区、婦人会、小中学校等各種団体の要望により、そ

の場に出向き、分別の仕方、出しかたの実演やごみ減量化

にむけた説明会を開催し、町民の分別に対する意識の向上

を図っていく。 
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 ② 制度の導入 

施 策 具体的な内容 

ごみの減量化協力店認

定制度 

 

 

 

 

 

 

開始時期 

 平成８年度 

実施方法 

 この制度は、県が制定したものであるが本町のごみ減量

化や資源化を図るため、町内の消費者、販売店、町が一体

となり積極的に展開し、制度の定着を図る。今後もごみ減

量化協力店の拡大を図っていく。 

ストップ・ザ・レジ袋 開始時期 

 平成２１年度 

実施方法 

 この制度は、県が制定したものであるが、本町のごみ減

量化や資源化を図るため、町内の消費者、販売店、町が一

体となり積極的に展開し、制度の定着を図る。今後も取り

組みへの参加店舗の拡大を図っていく。 

町指定袋制度の徹底 開始時期 

 平成４年（燃やせるごみの袋） 

 平成９年（燃やせないごみの袋） 

 平成１８年４月（指定袋の改製） 

  可燃ごみ袋（黄色）１５ℓ・３０ℓ・４５ℓ 

  不燃ごみ袋（透明）３０ℓ 

 平成２２年１０月（指定袋の変更（有料化）） 

  可燃・不燃ごみ袋 １０L、２０L、４０L 

  ４０L １枚あたり１７．８⇒５０．０円とする。 

 平成２６年４月（指定袋の金額見直し） 

  消費税増税に伴い価格改定 

  ４０Ｌ １枚あたり５１．５円へ 

実施方法 

 指定袋の徹底を図り、ごみに対しての意識向上を図りご

みの減量化、分別促進を図る。 

不用品交換制度 開始時期 

 平成９年度～ 

実施方法 

 町内の任意団体で開催されているバザー、フリーマーケ

ットに関する情報をキャッチし、町広報誌等を利用して広

く情報を提供して団体の育成と拡充を図る。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物

の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 
 

廃棄物処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器

包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

  また、環境センターで必要な機材の確保、選別処理施設整備状況等を勘案し、収集

に係る分別の区分は下表中欄のとおりとする。 

 本町では、開始時期をより詳細に告知する目的から開始年月を示すこととした。 
    
容器包装廃棄物の種

類      年度 

収集に係る分別の区分 開始年月 

平成９～１１ 平成１２～１９ 平成２０～ 

主として鋼製の容器

包装 

スチール缶 スチール缶 スチール缶  
Ｈ９.４ 

主としてアルミニウ

ム製の容器包装 

 
アルミ缶 

 
アルミ缶 

 
アルミ缶 

 
H９.４ 

主としてガラス製の

容器 

（無色ガラスびん） 

 
無色ガラスびん 

 
無色ガラスびん 

 
無色ガラスびん 

 
H９.４ 

主としてガラス製の

容器 

（茶色ガラスびん） 

 
茶色ガラスびん 

 
茶色ガラスびん 

 
茶色ガラスびん 

 
H９.４ 

主としてガラス製の

容器 

（その他ガラスびん） 

 
その他ガラスび

ん 

 
その他ガラスび

ん 

 
その他ガラスび

ん 

 
H９.４ 

主として紙製の容器

包装であって飲料を

充填するための容器

原材料としてアルミ

ニウムが利用されて

いるものを除く（紙パ

ック） 

 
 
紙パック 
 

 
 
紙パック 
 

 
 
紙パック 
 

 
 

H９.４ 

ダンボール  ダンボール ダンボール H1２.４ 

雑紙  雑紙 雑紙 H1７.４ 

主としてプラスチッ

ク製の容器包装であ

って飲料及び醤油を

充填するためのポリエ

チレンテンフレート製の

容器(ペットボトル) 

 
 
 
 

 
 
 
ペットボトル 

 
 
 
ペットボトル 

 
 
 

H1２.４ 

その他のプラスチッ

ク 

 
 

その他のプラス

チック 
 
白色トレイ 

その他のプラス

チック 

H1７.４ 
 

白色トレイ  H1４.６ 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及

び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２

項第４号） 
    （単位：トン／年度） 

 

（合計） 53.653.653.653.6 （合計） 52.952.952.952.9 （合計） 52.352.352.352.3 （合計） 51.651.651.651.6 （合計） 51.051.051.051.0
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

53.6 0.0 52.9 0.0 52.3 0.0 51.6 0.0 51.0 0.0

（合計） 67.467.467.467.4 （合計） 66.666.666.666.6 （合計） 65.865.865.865.8 （合計） 65.065.065.065.0 （合計） 64.264.264.264.2
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

67.4 0.0 66.6 0.0 65.8 0.0 65.0 0.0 64.2 0.0

（合計） 21.821.821.821.8 （合計） 21.521.521.521.5 （合計） 21.221.221.221.2 （合計） 21.021.021.021.0 （合計） 20.720.720.720.7
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

21.8 0.0 21.5 0.0 21.2 0.0 21.0 0.0 20.7 0.0

（合計） 39.439.439.439.4 （合計） 38.938.938.938.9 （合計） 38.438.438.438.4 （合計） 38.038.038.038.0 （合計） 37.537.537.537.5
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0.0 39.4 0.0 38.9 0.0 38.4 0.0 38.0 0.0 37.5

（合計） 34.734.734.734.7 （合計） 34.334.334.334.3 （合計） 33.933.933.933.9 （合計） 33.533.533.533.5 （合計） 33.133.133.133.1
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

34.7 0.0 34.3 0.0 33.9 0.0 33.5 0.0 33.1 0.0

（合計） 97.697.697.697.6 （合計） 96.496.496.496.4 （合計） 95.295.295.295.2 （合計） 94.094.094.094.0 （合計） 92.992.992.992.9
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

97.6 0.0 96.4 0.0 95.2 0.0 94.0 0.0 92.9 0.0

（合計） 2.52.52.52.5 （合計） 2.52.52.52.5 （合計） 2.42.42.42.4 （合計） 2.42.42.42.4 （合計） 2.42.42.42.4
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

2.5 0.0 2.5 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0

容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物

の種類の種類の種類の種類 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 31年度31年度31年度31年度 32年度32年度32年度32年度 33年度33年度33年度33年度
主として鋼製の容

器包装 18.818.818.818.8 18.618.618.618.6 18.318.318.318.3 18.118.118.118.1 17.917.917.917.9
主としてアルミニ

ウム製の容器包装 27.027.027.027.0 26.626.626.626.6 26.326.326.326.3 26.026.026.026.0 25.725.725.725.7
主としてガラス製

の容器（無色ガラ

スびん）

主としてガラス製

の容器（茶色ガラ

スびん）

主としてガラス製

の容器

（その他のガラス

びん、黒色、緑青

主として飲料用と

して紙製のもので

あって、飲料を充

填するための容器

（紙パック） 3.53.53.53.5 3.53.53.53.5 3.43.43.43.4 3.43.43.43.4 3.33.33.33.3
ダンボール

110.1110.1110.1110.1 108.7108.7108.7108.7 107.4107.4107.4107.4 106.1106.1106.1106.1 104.8104.8104.8104.8
雑紙

主としてプラス

チック製の容器包

装であって飲料及

び醤油を充填する

ためのポリエチレ

ンテレフタレート

製の容器（ペット

ボトル）

その他のプラス

チック

（うち白

色 ト レ

イ）
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及

び容器包装リサイクル法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物の見込

みの算定方法 
 

 特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第 2条第 6項に規定する主務省

令で定める物の量の見込み 

 

 ＝ 直近年度（平成２７年度）の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

 

  

 

人口変動率 

 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

１５，９７５人 
（対前々年度比） 

９８．０１％ 

１５，７７５人 

（対前年度比） 

９８．７５％ 

１５，５８２人

（対前年度比） 

９８．７８％ 

１５，３９４人 

（対前年度比） 

９８．７９％ 

１５，２１４人 

（対前年度比） 

９８．８３％ 
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１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第 8 条第 2 項第 5 号） 
   

本町における分別収集の区分ごとの実施者及び収集、運搬段階選別、保管段階におけ

る実施者は以下のとおりである。 

スチール缶、アルミ缶、無色・茶色・その他のびん（無色、緑青色）、紙パック、ダ

ンボール、雑紙、ペットボトル、その他のプラスチックについては、委託業者の定期回

収にする。 

定期回収を行った容器包装廃棄物については、民間業者が選別、保管する。 

 
本町における分別収集の実施主体 

容器包装廃棄物の種類 

 
平成年度 

収集に係る分別

の区分 
収集・運搬段階 

選別・保管段

階 

２９～３３ ２９～３３ ２９～３３ 

主として鋼製の容器包装 
スチール缶 

委託業者による定期

回収 
 

民間業者 

主としてアルミニウム製の

容器包装 
アルミ缶 

委託業者による定期

回収 
 

民間業者 

主としてガラス製の容器 

（無色ガラスびん） 
無色ガラスびん 

委託業者による定期

回収 
 

環境センター 

主としてガラス製の容器 

（茶色ガラスびん） 
茶色ガラスびん 

委託業者による定期

回収 
環境センター 

主としてガラス製の容器 

（その他のガラスびん） 

その他のガラス

びん 

委託業者による定期

回収 
環境センター 

主として紙製の容器包装で

あって飲料を充填するため

の容器 

（紙パック） 

 

紙パック 
 
委託業者による定期

回収 
民間業者 

ダンボール 
ダンボール 

委託業者による定期

回収 
 

民間業者 

その他の紙製容器 
雑紙 

委託業者による定期

回収 
 

民間業者 

主としてプラスチック製の

容器包装であって、飲料及

び醤油を充填するためのポ

リエチレンテレフタレート

製の容器（ペットボトル） 

 
 
ペットボトル 

 
 
委託業者による定期

回収 

環境センター 

その他のプラスチック 

 

その他のプラス

チック 

委託業者による定期

回収 
環境センター 
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 
 
  スチール缶、アルミ缶、無色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他のガラスびん、

ペットボトル、その他のプラスチックは、プラスチックコンテナ及びエコバックで収

集し、民間業者及び環境センターのストックヤード施設で選別、圧縮、粉砕、保管す

る。紙パック、雑紙については、エコバック、コンテナで収集し、民間業者で保管す

る。ダンボールについては紐で結束されたものを収集し、民間業者で保管する。 

 
分別収集する容器包装廃

棄物の種類 

収集に係る分別区

分 

収集容器 収集車 中間処理 

主として鋼製の容器包装 スチール缶 プラスチックコ

ンテナ 

エコバック 

平ボディー車 

ストックヤード 

屋内（選別・圧縮・

保管） 
主としてアルミニウム製

の容器包装 

アルミ缶 プラスチックコ

ンテナ 

エコバック 

平ボディー車 

主としてガラス製の容器

包装（無色ガラスびん） 

無色ガラスびん プラスチックコ

ンテナ 

平ボディー車 

ストックヤード 

屋内（選別・粉砕・

保管） 

主としてガラス製の容器

包装（茶色ガラスびん） 

茶色ガラスびん プラスチックコ

ンテナ 

平ボディー車 

主としてガラス製の容器

包装（その他のガラスび

ん） 

黒、緑、青色 

ガラスびん 

プラスチックコ

ンテナ 

平ボディー車 

主として紙製の容器包装

であって飲料を充填する

ための容器（紙パック） 

 
紙パック 

プラスチックコ

ンテナ 

エコバック 

 
平ボディー車 

ストックヤード 

屋内（保管） 

ダンボール ダンボール 紐 平ボディー車 ストックヤード 

屋内（保管） その他の紙 雑紙 エコバッグ 平ボディー車 

主としてプラスチック製

の容器包装であって、飲

料及び醤油を充填するた

めのポリエチレン製容器 

 
ペットボトル 

プラスチックコ

ンテナ 

エコバック 

 

 
平ボディー車 

ストックヤード 

屋内（圧縮・保管） その他のプラスチック製

の容器 

その他のプラスチ

ック製の容器 

 

エコバック 

 

 
平ボディー車 
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１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８条第

２項第７号） 
 
施 策 具 体 的 な 内 容 

廃棄物減量等推

進審議会の設置 

・設置時期 

  平成６年度 

・具体的な活動内容 

  町長の諮問に応じ、容器包装廃棄物の分別収集に関し、廃棄物の減

量化と資源化の推進について審議をする。 

１．分別収集の実施に関する基本的な事項 

２．容器包装廃棄物の排出抑制のための方策 

３．容器包装廃棄物のリサイクルに関する方策 

４．家庭系ごみ有料化 

資源ごみ分別収

集に係る説明会

の実施 

・実施時期 

  平成７年度～ 

・具体的な活動内容 

  平成７年５月と平成８年６月に区長・自治会長及び環境美化推進員

の合同会議を開催し、資源ごみの分別収集の説明会を開催した。 

  平成７年６月から各行政区ごとに住民を対象に説明会を実施し、平

成８年７月より全町で分別収集を開始した。 

  これにより平成９年４月からの容器包装リサイクル法に基づく分別

収集を一斉にスタートさせる体制が整った。 

  その後、１０種類１１品目の実施に向け体制を整え、平成１７年４

月より開始した。 

・平成１９年７月から各行政区ごとのごみ有料化説明会時に紙パックの

収集と雑紙の出し方について説明。 
 

環境美化推進員 ・設置時期 

  平成４年度～ 

・具体的な活動内容 

  環境美化推進員制度は、平成４年４月１日に各区長・自治会長の推

薦による住民１００名を、町長が環境美化推進員に委嘱して発足した。 

  任期は２年。任務は、ごみの分別区分、排出方法の指導、助言を行

っている。 

  また、廃棄物の不法投棄の監視及び通報等の業務も行っており、き

れいな町づくり、快適な生活環境づくりのため、住民と一体となった

取組みをしてきている。 
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施 策 具 体 的 な 内 容 

資源回収報償金

制度 

（団体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・開始時期 

  昭和６１年度～ 

・実施方法 

  ごみの減量化の一環として、限りある資源を有効に再利用するため

の運動を展開し、資源に対する意識の向上を図る目的として、昭和６

１年度より資源回収報償金制度を発足。 

  町内小・中学校ＰＴＡ、子供会、婦人会などの団体に対し報償金（補

助）として１㎏当たり４．０円を交付している。 

 昭和６３年度～平成２７年度までの実績 

  団 体 数 延べ１，５９３団体 

  回 収 量 １２，１３９ｔ 

  報償金総額 ３３，４６１千円 

 この事業が確実に定着し、毎年継続して実施されていることから,資源

のリサイクル等に関する意識の高揚が図られ、着実に浸透してきてい

るので、今後も継続して行きたい。 

コンポスト等の

購入補助 

・開始時期 

  平成３年度～ 

・実施方法 

  平成３年４月１日廃棄物減量化推進補助金交付要綱制定 

  家庭用生ごみ処理容器は、家庭から排出される厨芥類を各家庭で自

家処理（堆肥化）を行うことによって可燃物の排出量の抑制を図る。 

  平成３年度～平成２７年度までの実績 

  コンポスト容器               １，１６９器             

  ＥＭバケツ容器(平成８年度より)         ４２３器         

  電動式生ごみ処理機（平成１１年度より）     １０６機 

  補 助 金 額              ７，７３４千円 

※コンポスト容器、ＥＭバケツ容器は購入価格の１／２ 

                  （上限４，５００円） 

  電動式生ごみ処理機は購入価格の１／２（上限１８，０００円）  

家庭用生ごみ処理機等の購入に対し一部助成することにより、各家庭

への普及拡大を図り、ごみの減量化と自然環境への意識の高揚、エコ

ライフの実現を目指す。 

保健委員会の設

置 

・設置時期  

  平成２年度 

・具体的な活動内容 

  本町の保健委員会は、各区長・自治会長の要職にある者の兼務で 

８２名で構成されている。 

 快適な生活環境づくりのため、ごみの減量及び環境美化意識の啓発

活動を推進する目的で、地域住民とともに積極的な取組みを行っている。 

ごみ集積所の補

助 

・開始時期 

  平成３年度 

・実施方法 

  この制度は平成３年４月１日から廃棄物減量化推進補助金交付要綱

により、各行政区が管理している一般廃棄物集積所を新設または更新

する場合に一部を補助している。 

  補助金の額は、総事業費の１／２で上限は４万５千円 
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（別紙） 

一般廃棄物排出量に占める容器包装廃棄物比率 

              構成割合（湿重量割合：％） 

容器包装廃棄物の品目     ％ 

金

属 

スチール製容器 ０．７０ 

アルミ製容器 １．００ 

ガ

ラ

ス 

無色のガラス製容器 １．９０ 

茶色のガラス製容器 １．６０ 

その他の色のガラス製容器 ０．６０ 

紙

製 

飲料用紙製容器 ０．７０ 

ダンボール ４．５０ 

その他の紙製容器包装 ３．５０ 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

ペットボトル １．９０ 

その他のプラスチック製容器包装 

（白色トレイを含む） 
７．７０ 

容器包装全体 ２４．１ 

 出典：環境省 市町村分別収集計画作成の手引き（八訂版）P33  


